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きらきらクラブについて 

【きらきらクラブ】をご利用の方へ 

●今金町子ども発達支援センター【きらきらクラブ】は、お子さまの発達の悩み、不安の心情に寄り添

い、一人一人の課題やニーズに応じた療育を提供し、お子さまの権利と尊厳を遵守し、お子さまの

成長、家族の生活や暮らしを支援する活動施設です。 

●児童福祉法に基づく、児童発達支援・放課後等デイサービス事業所、子ども相談支援事業所を北

海道の指定を受け事業運営しています。また、平成３１年度からは、市町村中核子ども発達支援セ

ンターの認定を北海道から受け、地域の発達に関する支援の中核的機能を有しています。 

●お子さまと家族が一緒に遊びや活動を通し、お子さまの心身の健やかな成長の育み、安心した生

活の営み、子育ての充実が図れるよう、福祉・教育機関が連携し重層的に支援体制が構築を推進

し、支援連携の中核的役割に努めています。 

●令和７年４月より、運営主体が今金町から、社会福祉法人さゆりに運営移管し、こどもの支援の一

貫性の充足が期待されます。 

☆指定障害児通所支援事業者     ：  今金町子ども発達支援センター「きらきらクラブ」 

                            （令和７年４月１日   第１５１７０００３６号） 

☆指定障害児相談支援事業所     ：  今金町子ども相談支援事業所 

                             （令和７年４月１日   第１７１７０００４０号） 

☆市町村中核子ども発達支援センター ：  （令和６年１１月 認定（更新）） 

事業方針 

◎ 児童一人一人の権利、尊厳を大切にし、適切な療育・活動の支援提供に努めます。 

◎ 児童の発達、心の状況、最善の利益を家族と共に考え、適切な支援計画作成及び支援提供に努めます。 

◎ 児童が安心しながら過ごせる環境整備・運営に努めます。 

◎ 児童を中心とする機関と連携を図り、生活や暮らしの安心、心身の健やかな成長の促進に努めます。 

◎ 職員は児童の人権、命を尊重し、倫理綱領に基づく、公平・平等の遵守の徹底に努めます。 

－ １ － 



 

 

 

 

 

◎施 設 名   …  ❒今金町子ども発達支援センター【きらきらクラブ】 

❒今金町子ども相談支援事業所 

 

◎所 在 地   …  瀬棚郡今金町字今金３００番地１５ 

 

◎連 絡 先   …  T E L  ０１３７－８２－２５１２ ／ ０１３７－８２－２５８３ 

               FAX  ０１３７－８２－３３８２ 

 

◎利 用 日   …  月曜日～金曜日 

 

◎開設時間   …  午前８時３０分 ～ 午後１７時３０分 

 

◎休 業 日   …  ●土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月３１日から１月５日） 

●新年度準備期間（３月末日から１週間） 

 

◎臨時休所  …   次の緊急を要する場合は、臨時休所とし、通所を停止することがあります。 

[自然災害・感染症等] 

（１）地震、豪雨、火事等、自然・人的災害等、利用が困難と判断される場合。 

※利用時に発生した場合も、同様に利用停止をする場合があります。 

（２）二次災害（停電・河川氾濫等）の恐れ、危険があると判断される場合。 

（３）施設内において、集団感染が発生し、感染症発生時おける業務継続計画に基づ  

く、休業要請を講じた場合。 

（４）その他、上記以外で、緊急が必要とされる場合。 

 

◎利用定員   …  一日に利用できる定員のことを指します。 

*児童発達支援・放課後等デイサービス【多機能型】 / １０ 名 

 

◎職員体制  …  ◆指定通所支援事業・・・【きらきらクラブ】 

* センター長 (保育士 )      加 藤  典 子 

* 管 理 者 （ 支 援 員 ）      湯 浅  智 美 

* 児童発達支援管理責任者        髙 橋  有 沙 

* 保育士（児童発達支援管理責任者）       小 西   貴 大 

* 保 育 士       須 田  亜 未 

* 保 育 士       斉 藤  みやび 

 

       ◆指定相談支援事業・・・【子ども相談支援事業所】 

* 管 理 者 （ 支 援 員 ）       湯 浅  智 美 

* 相 談 支 援 専 門 員        小 西  貴 大 

施設・利用概要 
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項  目 手引き・書類概要 申請・提出先 

□ 相談・アセスメント 
児童の心身状況や発達の様子や、相談および発達

の見立て等を行います。 
 

１．サービス利用計画 

 アセスメントシートをもとに、保護者の意向や発達の様

子などからサービス利用等計画を作成します。 

（今金町子ども相談支援事業所/併設） 

 

２．利用の申込み 

利用希望の旨を、保健福祉課、児童が在籍している

教育・福祉機関または当施設へご相談いただき、「児童

通所等給付費兼利用者負担額減額・免除等申請書」

を各町障がい福祉担当課に提出します。 

各町の保健福祉課 

３．認定・決定審査 
各町で通所給付支給の決定審査を行い決定致しま

す。 
 

４．決定通知・受給者

証の交付 

各町から「福祉サービス受給者証」または「通所受給

者証」を交付致します。 

受給者証は重要書類になりますので大切に保管して

下さい。（有効期間１年間。但し、発行日によって異な

る） 

 

５．利用契約の締結 
 交付された各受給者証をもって、利用者と当センター

との契約を締結し、療育利用の開始となります。 
今金町子ども発達支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用までの流れ 

－ ３ － 



 

 

 

 

 
 

◎児童福祉法の定める、基本単位、職員配置等加算に基づき、利用料を算定しています。 

尚、サービス利用毎の事業所報酬については、自己負担と給付費負担に負担が分配され、報酬の１割が

利用料として徴収されています。 

 
 
 

◎利用料については、以下のとおりです。 

 令和６年度より障がい福祉サービス等報酬改定伴い、基本報酬における時間区分が創設されました。 

 

【時間区分による基本報酬の算定について(利用時間による利用料の算定)】 
 
❒次の事項の場合に、利用時間によって、利用料が変更になることがあります。その場合は、利用者との調

整、同意の下、利用料を算定します。 

① 利用者の都合により、支援時間が短縮された場合 → 計画時間により算定。 

② 事業者の都合により、支援時間が短縮された場合 → 実利用時間により算定。 

※「計画時間」とは、個別支援計画による、計画時間のことを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己負担 報酬の１割負担 

給付費負担 報酬の９割負担（国：５０％ 道：２５％ 町：２５％） 

事 業 区 分 利用時間  区分 利用料（１回利用時） 

児童発達支援 
３０分超～１時間３０分以下 １ ７８１ 円 

1時間 30分超～3時間以下 ２ ８０４ 円 

放課後等デイサービス 

３０分超～１時間３０分以下 １ ５７４ 円 

1時間 30分超～3時間以下 ２ ６０９ 円 

送迎利用料（放課後等デイサービス利用希望者のみ）    ５４ 円 

軽 減 制 度 内   容 

利用料無償【児童発達支援】 

※満３歳～５歳までの児童は無償化 

■満３歳になって初めての４月１日から３年間利用

料が無償となる。（３歳児～５歳児） 

利用料について 
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【児童発達支援の通所について】 

  ◎就学前の児童に関しては、保護者の付き添いの基、当方までの通所・送迎をお願いします。 

 

【放課後等デイサービスの通所について】 

１．今金町の放課後等デイサービス利用（就学）児童に限り、当方で委託している送迎サービスを利用す

ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．通所ならびに降所に関し、上記送迎サービスの利用または保護者による送迎を原則としますが、やむを

得ず児童が自ら通所ならびに降所の必要な場合は、以下の条件に基づき対応を致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎１ヵ月の利用料金については上限が設定されています。月額の上限負担の区分については以下のとおりと

なります。 

 

 

区分 世帯収入の状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 0円 

低所得世帯 市町民税非課税世帯 0円 

一般①世帯 
市町村民税課税世帯 

（所得割 28万円未満） 
４，６００円 

一般②世帯 上記以外世帯 ３７，２００円 

月額上限負担について 

通所・送迎について 

（１）今金町に居住している就学児童が対象です。 

（２）送迎の運行は、原則東ハイヤー・町実施のスクールバスが運行を行います。 

（３）送迎範囲については、小学校、学童保育所間のみに限ります。原則として、小学校及び学童保育

所に在籍していることが条件です。 

※自宅までの送迎等個人的な利用は対象外となります。 

（４）１回の運行毎に、５４円の利用料がかかります。（別記「利用料」参照ください。） 

（５）センター利用（運行）日時は、月毎に送迎表よりお知らせします。 

－ ５ － 

（１）今金町に居住している就学児童で、自己通所・降所が認められる児童。 

  ※保護者・きらきらクラブ双方の承諾・許可が必要です。 

（２）（１）での承諾の上、通所ならびに降所中の児童の対応については、保護者の責任のもとで実施する

ものに限ります。 



 

 

 

 

 

 

◎利用料の支払方法 

毎月１５日までに前月分の請求を行い、末日までに次の方法で支払いをお願いしております。 

① 利用料の支払方法は口座振替による納入となります。 

② 対応金融機関等は以下のとおりです。 

 

 

 

 

③ 口座振替について、児童発達支援利用から放課後デイサービス利用に変更になる際には、再度

手続きが必要となります（未就学児の利用→就学後も利用する場合）。 

④ 手続きに関するお問い合わせは、担当の職員までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納入方法 金融機関名 納入期限 

口座振替 
・北海道銀行 各本支店 

・今金町農業協同組合 

毎月末日引落 

※申請手続きが必要です 

利用料納入について 

－ ６ － 



 

 

 

 

 

●療育の利用時間は、おおよそ１時間３０分となります。【時間区分２】 

●活動のプログラムやスケジュールの内容や時間については、児童の様子やニーズに応じ変更することが

あります。 

 

 

 

 

個別（集団）プログラム 【基本】 

 

１．登 所 

   ↓ 

２．身辺整理・活動準備（上着を脱ぐ・手洗い・出席シール） 

   ↓ 

３．あいさつ 

↓ 

  ４．課題・活動 

     ↓ 

  ５．運動・感覚遊び・小集団活動（他児、異年齢児との交流・活動） 

    ・片付け 

     ↓ 

  ６．おやつ  ※必要に応じて、おやつを持ち帰ります 

     ↓ 

  ７．身辺整理・帰る準備（上着を着る・靴下を履く等） 

     ↓ 

  ８．帰りのあいさつ 

     ↓ 

  ８．降 所 

 
 

活動の基本的なプログラムについて 

－ ７ － 



 

 

 

 

   

◎療育活動時の持ち物については、必要に応じて持参いただきますようお願いします。 

・ 筆記用具（学校で使用しているもの等、使い慣れたもの） 

・ カバン・ランドセル（宿題や筆記用具が入るもの） 

・ 水筒（水分補給も療育時に練習します） 

・ マスク等、感染症予防に留意できるもの（適宜） 

・ 手拭きタオル、汗拭きタオル、着替え等（適宜） 

※ その他、必要となるものがありましたら、担当の職員までご相談ください。 

※ 持ち物については、氏名等の記入にご協力ください。 

 

 

 

 

 

◎センター利用日に都合等で利用をしない場合は、利用時間の１時間前までには、ご連絡をお願いします。 

※送迎を利用される方は、小学校または学童保育所（在籍している機関）、東ハイヤー（送迎機関）に各

自、欠席のご連絡をお願いします。 

【感染予防】 

◎体調不良や感染症に罹患、感染の疑い等、心配がみられる場合は、利用を停止いただくようお願いしま

す。経過後についても、児童と家族の日々の健康観察、医師の診断等、児童の健康の維持・感染拡大の

予防に努めてください。 

  ※健康状態が回復し利用を再開するにあたり、感染等で心配のある場合は、事前にセンターにご相談くだ

さい。 

◎施設内において、集団感染等の発生した場合は、感染症発生時における業務継続計画に基づき、感染

拡大の防止に努め、臨時休所となる場合があります。 

 

 

 

 

◎活動プログラムの一環に、おやつを提供します。食物アレルギー等、配慮を要する方は、「児童票」に項目

や対応等、具体的に記入いただきますようお願いします。また、内容については、担当職員へ報告・情報

の共有等をお願いします。 

◎小児てんかん・服薬等をされている方も、同様に、「児童票」に具体的な記入、職員との情報共有をお願

いします。 

◎住所、緊急連絡先（携帯電話）、勤務先等変更がある場合は、当センターまでお知らせください。（受給者

証の再発行等手続きが必要になります） 

◎利用時の服装は、季節、気温に適した衣類、運動しやすく、汚れても良いものの着用をお願いします。 

◎行事の開催にあたっては、適宜案内を発行し周知します。また、行事の内容によっては、別途参加費や

保険料を徴収する場合があります。 

持ち物について 

欠席・感染予防ついて 

その他 

－ ８ － 



 

 

 

 

 

 

◎管理者および従業者は、正当な理由がなく、業務上、知り得た利用者およびその家族の秘密を漏らすこと

はありません。 

また、従業者であった者が、正当な理由なく、業務上、知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすこと

がないよう必要措置を講じる等、個人情報の保護の徹底に努めます。 （行動規定の遵守） 

◎他の指定児童通所支援事業者等に対し、サービスに必要な利用者に関する情報の提供が必要な場合

は、「個人情報使用同意書」または保護者の同意を得て、業務上、必要となる情報の提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

◎サービスの提供にあたり、利用者の生命または、身体を保護するため緊急にやむを得ない場合を除き、行

動を制限する行為は、原則行いません。 

◎個々の心身状況を勘案し、障がい・特性を理解した上で、身体拘束を行わないことを原則としますが、や

むを得ず、身体拘束を行う場合、以下の３つの要素を満たす状態にあり、必要最低限に身体拘束を行う

場合があります。 

（１）切 迫 性 ： 本人及び利用者等の生命または身体が危険にさらされ、緊急性が著しく高いこと。 

（２）非代替性 ： 身体拘束その他の行動制限を行う以外に、代替えする方法がないこと。 

（３）一 時 性 ： 身体拘束等行動制限が一時的なものであること。 

◎やむを得ず身体拘束の必要がある場合については、個別支援計画において、保護者へ説明・同意を得た

上で行うこととします。 

 

 

 

 

 

◎社会福祉法人さゆりにおいて、法人施設の利用者の人権を保護し、健全な支援を提供することを目的に 

「虐待防止対応規程」を制定しております。職員が行ってはならない虐待行為や不適切な保育等の行為 

について整理し、虐待防止に向けた体制・取り組みを定めております。  

窓口担当者（センター長）を設置しておりますので、万が一児童への虐待等が疑われる事案があった場合

はお申し出いただき、虐待防止委員会（委員長：園長）や苦情解決第三者委員において法人としてしかる

べき対処をしていくよう努めます。 
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虐待並びに不適切な保育等の防止対応 

 

 

 

プライバシーについて 

身体拘束等適正化について 

 

 

 



 

 

 

 

 

◎児童の予期せぬ事故に備え、次の保険制度に加入しています。  

◇ 保 険 制 度 ◇  

【賠償責任保険】 

児童が他人に怪我をさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任が生じた

場合に補償されるものです。 

【団体傷害保険】 

センター側の賠償責任の有無にかかわらず、在籍園児が怪我をしたり、細菌性食 中毒を発病した場合

に補償されるものです。 

 

 

 

 

 

 

◎当センターでは、専門職種による専門的な支援事業（療育相談事業）を実施しています。 

   主な専門職種による支援を希望する際は、担当の職員へご相談ください。 

※利用定数を超える場合等は、利用の調整を行う場合があります。 

 

  Ⅰ 療育相談（専門支援）事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ⅱ 道立支援専門事業（道事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な専門職種 主な専門機関 

・発達支援専門員 

・言 語 聴 覚 士 

・作 業 療 法 士 

・公 認 心 理 師 

・臨床発達心理士 

・社会福祉法人 侑愛会 

・社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院リハビリテーション科 

・社会福祉法人麦の子会 むぎのこ 

・北海道医療大学 

主な専門職種 主な専門機関 

小児精神科医師 

判定員（心理士） 

言 語 聴 覚 士 

・北海道立子ども総合医療・療育センター コドモックル 

保険制度について 

療育相談事業について 
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◎利用時に災害や防犯等緊急時が発生した場合は、利用者の安全を最優先に次のとおり対応します。 

①【地震・火災が発生した場合】 

・児童またはその家族が利用している場合は、避難経路の指示に従い、速やかに避難します。 

・施設が被災した場合や二次災害等の危険性が高いと判断した場合、速やかに利用を停止し、臨時 

休所とします。 

・放課後等デイサービスの児童等、送迎が必要な児童については、速やかに降所のお迎えをお願い 

します。 

②【近隣の河川の溢水・氾濫が発生、想定される場合】 

・チブタウシナイ川の溢水や利別川の氾濫警戒（レベル４）等、避難指示が発令された場合は、速や 

かに利用を停止し、指定の避難場所（総合福祉施設としべつ/今金町字今金 17-2）へ避難します。 

   ・避難時の移動手段については、当センターで所有している公用車、職員、利用者の自家用車等で 

   避難を行い、往復の運搬はできません。（二次被害防止の措置） 

・放課後等デイサービスの児童等、送迎が必要な児童については、速やかに避難場所から降所の 

お迎えをお願いします。 

③【暴風(雪)・停電等により、通所困難な場合】 

・通所に関わる人命被害や危険のある場合等、事前に利用を停止し、臨時休所とする場合がありま 

す。 

・利用時に発生した場合は、天候等の経過をみながら、降所をお願いする場合があります。 

④【不審者の侵入が発生した場合】 

・不審者の侵入があった場合は、侵入ヵ所から遠ざかる場所に集め、部屋を施錠し、即座に警察へ通 

報し、指示に従い、可能な限り避難します。（せたな警察署/TEL：０１３７-８４-６１１０） 

【避難予防・訓練】 

◆６ヵ月を目安に地震・火災等に対する避難訓練週間を設け、避難訓練を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急災害時の対応について 

順 路 A 
順 路 B 
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避
難
場
所 

① 

き
ら
き
ら
ク
ラ
ブ
駐
車
場 

避難場所 ② 
旧営林署駐車場 



 

国道 230 号線に沿い、総合福祉

施設としべつを曲がり、 の順路

に沿うと施設が見えてきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今金町国保病院 
今金町役場 

至 せたな町方面 

至 長万部町方面 

至 八雲町方面 

国道２３０号 

今金町子ども発達支援センター 

字今金３００番地１５ 

きらきらクラブ所在地ＭＡＰ 

総合福祉施設 

としべつ 
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